
 

 

 
 

 

 
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
実
施
の
中
止
を
求
め
よ
う 

 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
が
始

ま
り
ま
し
た
。
取
引
先
の
説
明
会
に
参
加
し
た
、
税
務
署
か
ら
説
明

会
の
案
内
が
届
い
た
な
ど
の
声
が
増
え
て
い
ま
す
。
改
め
て
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。 

 

消
費
税
申
告
・
納
税
の
仕
組
み 

消
費
税
は
導
入
当
初
か
ら
預
り
金
制
度
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
実
は
売
上
に
対
す
る
課
税
制
度
で
す
。
消
費
税
の
課
税
標

準
額
は
課
税
売
上
総
額
で
す
。
そ
れ
に
税
率
を
か
け
て
税
額
を
計
算

し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
費
用
（
仕
入
・
諸
経
費
）
の
消
費
税
分
を

差
引
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
仕
入
税
額
控
除
と
言
い
ま
す
。

こ
の
仕
入
税
額
控
除
は
請
求
書
や
領
収
書
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ

て
い
れ
ば
、
い
ま
は
相
手
先
の
事
業
者
が
消
費
税
の
課
税
事
業
者
で

も
免
税
事
業
者
で
も
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
仕
入
税
額
控
除
の
要
件 

と
こ
ろ
が
２
０
２
３
年
10
月
か
ら
開
始
が
予
定
さ
れ
て
い
る
適

格
請
求
書
保
存
方
式
（
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
で
は
、
請
求

書
・
領
収
書
の
記
載
必
要
事
項
に
税
務
署
か
ら
事
業
者
ご
と
に
交
付

さ
れ
る
「
登
録
番
号
」
が
加
わ
り
ま
す
。
登
録
番
号
が
な
い
請
求
書
・

領
収
書
は
仕
入
税
額
控
除
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
。（
少
額
・
特
別
な
取

引
の
場
合
は
一
部
例
外
あ
り
）
た
だ
し
導
入
後
3
年
間
は
取
引
金
額

の
80
％
、
そ
の
後
3
年
間
は
50
％
が
移
行
措
置
と
し
て
控
除
が
認

め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
は
全
額
控
除
で
き
な
く
な
り
ま
す
。 

 

登
録
番
号
の
交
付
は
課
税
事
業
者
だ
け 

登
録
番
号
の
交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
10
月
か
ら
始
ま
っ
た
「
適

格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
」
を
税
務
署
に
届
出
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
こ
の
登
録
番
号
は
消
費
税
課
税
事
業
者
に
し
か
発
行
さ

れ
ま
せ
ん
。
現
在
、
課
税
売
上
高
が
1
千
万
円
未
満
の
免
税
事
業
者

が
こ
の
登
録
番
号
の
交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
２
０
２
３
年
10
月

以
降
は
課
税
事
業
者
と
し
て
消
費
税
の
申
告
・
納
税
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
個
人
事
業
者
の
場
合
は
２
０
２
３
年
分
の
確
定
申
告
の
際
に
、

２
０
２
３
年
10
月
～
12
月
分
の
3
か
月
分
の
消
費
税
を
申
告
・
納

税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

届
出
期
限
は
？ 

こ
の
２
０
２
３
年
10
月
か
ら
発
行
事
業
者
に
な
る
場
合
、
届
出
の

期
限
は
２
０
２
３
年
3
月
31
日
ま
で
で
す
。
期
限
ま
で
1
年
以
上

あ
り
ま
す
か
ら
慌
て
る
こ
と
な
く
届
出
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。
個
人

事
業
者
の
場
合
、
再
来
年
の
確
定
申
告
ま
で
が
お
お
よ
そ
の
届
出
期

限
と
な
り
ま
す
。
い
ま
免
税
事
業
者
の
場
合
で
も
必
要
な
届
出
は
こ

の
登
録
申
請
の
み
で
す
。
届
出
す
れ
ば
登
録
番
号
の
交
付
と
と
も
に

２
０
２
３
年
10
月
か
ら
は
課
税
事
業
者
と
な
り
ま
す
。
そ
の
他
の
届

出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

総
選
挙
で
消
費
税
減
税
・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
廃
止
を
要
求
に 

 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
れ
ば
免
税
事
業
者
は
事
業
者
間
取
引
か

ら
の
排
除
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
十
分
な
体
力

が
な
い
新
規
開
業
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
も
消
費
税
申
告
の
負
担
が
の

し
か
か
り
ま
す
。
小
泉
政
権
時
代
に
消
費
税
免
税
点
が
1
千
万
円
に

引
き
下
げ
ら
れ
た
際
に
は
、
多
く
の
小
規
模
事
業
者
が
消
費
税
の
滞

納
に
苦
し
み
ま
し
た
。 

 

今
月
19
日
公
示
・
31
日
投
票
で
衆
議
院
選
挙
が
始
ま
り
ま
す
。

私
た
ち
民
商
・
全
商
連
は
総
選
挙
で
「
五
つ
の
緊
急
要
求
」
の
一
つ

と
し
て
「
消
費
税
課
税
の
凍
結
」「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
実
施
の
中
止
」

を
訴
え
て
い
ま
す
。
こ
の
要
求
を
実
現
で
き
る
候
補
者
・
政
党
を
よ

く
見
定
め
て
必
ず
投
票
に
行
き
ま
し
ょ
う
。 

 

伝
言
板 

無
料
法
律
相
談
（
要
予
約
） 

10
月
21
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
会
館 

 
第
8
期
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
（
大
阪
府
） 

要
請
期
間
：
9
月
1
日
～
9
月
30
日 

申
請
期
間 

9
月
24
日
（
金
）
～
11
月
4
日
（
木
） 

 

月
次
支
援
金
（
中
小
企
業
庁
） 

8
月
分
申
請
期
限 

10
月
31
日
（
事
前
確
認
受
付
期
限
26
日
） 

9
月
分
申
請
期
限 
11
月
30
日
（
事
前
確
認
受
付
期
限
25
日
） 

 


